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消費者を守る「クーリング・オフ制度」

今回は高齢者の被害が多いこともあり、国民生活センターに寄せられた
事例を次項に紹介し、注意喚起を呼び掛けたいと思います。

＜クーリング・オフ通知記載例＞

「消費生活相談」とはなんですか？

通  知  書

次の契約を解除することを通知します。

支払った代金○○円を返金し、商品を
引き取って下さい。

平成○年○月○日

○○○

平成○年○月○日

氏名○○○

◯○円

契約年月日

株式会社○○○　○○営業所

担当者○○○

販 売 会 社

○○○株式会社クレジット会社

商 品 名

契 約 金 額

　消費生活の中では上記のような業者と様々な

契約を行うことがあり、時には思いもよらぬト

ラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

　そのため、特定の取引に限って契約を解除で

きるクーリング・オフ制度が設けられました。

つまり、いったん申し込みや契約をしてしまっ

た後でも、冷静に考え直して「契

約をやめたい」と思ったとき、

一定期間であれば無条件で契約

を解除することができます。

　詳しいことは消費者センター

もしくは、市民生活課相談窓口

にご相談ください。　

　私たちは消費者として日々の生活の中で、お金を払って衣食住の買い物を
し、様々なサービスを受けたりします。つまり「消費生活相談」とは「事業
者が提供するモノやサービスを消費者が購入したりすることに関する相談」
という意味です。

今回は高齢者の被害が多いこともあり、国民生活センターに寄せられた
事例を次項に紹介し、注意喚起を呼び掛けたいと思います。

投資商法 点検商法 訪問販売 かたり商法

「消費生活相談」とはなんですか？

消費者を守る「クーリング・オフ制度」
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大山区自治会
☎897-3303

大山区民運動会大山区親子ウォークラリー

大山大綱引き 班 常 会

　区民が一堂に会し、
健康増進・区民の交
流・各班の親睦・各
世代の交流を図り、
区発展の基とします。

　津波避難ビルを探索
するウォークラリー。
　防災活動もゲーム感
覚で楽しく取り入れま
す。

　年２回、各班班長
宅にて自治会への要
望、班運営等を話し
合い、各班の親睦を
深めます。

　300年余の伝統を誇る
大山大綱引き。子孫繁栄・
五穀豊穣を祈願し毎年
7月末に開催されます。
(写真はアギエーの様子)

大山区民運動会大山区親子ウォークラリー

大山大綱引き 班 常 会

大山区民運動会大山区親子ウォークラリー

大山大綱引き

マイナンバー  個人番号カード申請方法

班 常 会

・自治会めぐり マイナンバー

○申請後の手続（平成28年１月より申請された方への個人番号カードの交付が始まります）
　個人番号カードが作成できましたら、交付準備ができたことをお知らせする「個人番号カード交付通知書」をご自宅にお送り
致します。届いた交付通知書と通知カード（住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カード）、本人確認書類をご持参
ください。本人確認のうえ、市民課窓口にて交付となります。
○個人番号カード申請の際の注意点
・交付申請書は全て申請者ご本人が記入してください。
・通知カードは、個人番号カード交付の際に回収させて頂きます。大切に保管してください。
・15歳未満の方、成年被後見人の方が申請を行う場合は、法定代理人の方が申請を行います。交付申請書の裏面の「代理人記
載欄」を法定代理人が記載してください。

・初回の交付手数料は無料ですが、紛失その他に伴う再交付手数料は有料となります。
・個人番号カードの申請が集中した場合は、交付までに時間を要する恐れがございます。ご了承ください。

○個人番号カードとは？
　個人番号カードは、ICチップの付いたカードです。表面に氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報
と顔写真、裏面にICチップと個人番号が記載されます。身分証明書として使用できるほか、e-Tax等
の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
○個人番号カード申請方法
　各世帯へ配布されているマイナンバーの通知カードに、交付申請書・返信用封筒が同封されています。
　個人番号カードの申請を希望する方は、以下の手順で申請を行って下さい。※個人番号カードの取得は、任意です。

通知カード・個人番号カード、マイナンバー制度に関する問合せ
○マイナンバー総合フリーダイヤル　0120-95-0178　平日9：30～22：00　土日祝9： 30～17：30

○市民課　☎８９３-４４１１　内線184、544　平日8：30～17：15

申請は任意です

①交付申請書の表面の、「電話番号・点字表記の有無」を記入してください。
②交付申請書の裏面の、「申請日・申請者氏名」を記入してください。
　氏名については、必ず申請者本人が署名するか、記名押印してください。
③顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝）の裏面に「氏名・生年月日」を記入の上、顔写真貼付欄に貼付してください。
④「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書」の搭載希望の有無を記入してください。発行を希望しない場合は、□を黒
く塗りつぶしてください。
⑤同封されている返信用封筒に、交付申請書を入れてポストへ投函し、申請が完了となります。


